
自主防災組織に係る防災資機材倉庫用地貸与要綱  

 

（目 的）  

第１条 この要綱は、自らの地区で将来にわたり防災資機材倉庫（以下

「倉庫」という。）用地の確保が困難な自主防災会が公共用地を使用

する場合について必要な事項を定め、自主防災活動の円滑な推進に資

することを目的とする。  

 

（公共用地の種類）  

第２条 この要綱において、公共用地とは、次に掲げる用地をいう。  

（１）普通財産指定用地  

（２）公園用地  

（３）学校用地  

（４）その他市長が認めた用地  

 

（事前協議）  

第３条 自主防災会の長又は地区区長（以下「使用者」という。）は、

公共用地のうちから、使用責任者、設置場所、倉庫の規格、平面図、

面積等を示した倉庫設置に係る公共用地使用事前協議書（様式。以下

「事前協議書」という。）を市長等に提出し協議することができる。  

 

（規模、規格等）  

第４条 倉庫の規模、規格は、原則として次のとおりとする。  

（１）規模  

   ①面積 ７㎡以内  

   ②高さ ３ｍ以内  

（２）規格  

物置ユニット（スチール系）  

 



（現地の立会い及び協議）  

第５条 市民生活部危機管理対策課長（以下「課長」という。）は、事

前協議書を受理した場合においては、使用者とともに現地を確認する

もののとする。  

２ 課長は、当該公共用地の土地利用及び機能への支障の有無について

財産管理者と協議を行うものとする。  

ただし、当該公共用地の土地利用及び機能への支障がある場合は、

位置等の変更を申請者に指示することができる。  

３ 課長は、前項の調査結果により公共用地内の使用の可否を使用者に

通知し、又は報告するものとする。  

 

（申請の手続き）  

第６条 使用者は、前条第３項の規定による使用の内諾に係る通知又は

報告を受けたときは、敦賀市財務規則（昭和５５年敦賀市規則第４号）

第２００条の規定に基づく許可申請書又は第２０３条の規定に基づ

く申請書を財産管理者に提出しなければならない。  

ただし、公園用地にあっては、敦賀市都市公園条例施行規則（昭和

４０年敦賀市規則第４号）第２条に基づく申請書を提出しなければな

らない。  

 

（許可書の交付）  

第７条 財産管理者は、前条の許可申請書又は申請書を受理したときは、

行政財産の使用許可にあっては、速やかに行政財産使用許可書（公園

用地にあっては、都市公園施設設置許可証）（以下「許可書」という）

を交付し、普通財産の使用にあっては契約書を作成しなければならな

い。  

この場合において、使用について管理上必要な条件を付すことがで

きる。  

 



（使用目的等の変更禁止）  

第８条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権

利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならないものとする。  

 

 （使用料）  

第９条 公共用地を使用する場合の使用料は無料とする。  

 

（安全管理義務）  

第１０条 使用者は、公共用地の美観を損ねることなく、倉庫を安全に

管理するとともに、不慮の事故等については、使用者が責任を負うも

のとする。  

 

（原状回復）  

第１１条 使用者は、使用期間が満了した場合又は用途に供する必要が

なくなった場合は、直ちに当該用地を原状に回復して返還しなければ

ならない。  

 

（返 還）  

第１２条 使用者は、使用期間中であっても、財産管理者が公用又は公

共の用に供するため必要が生じたときは、当該公共用地を返還しなけ

ればならない。  

 

（その他）  

第１３条 この要綱について定めのない事項については、敦賀市財務規

則（公園用地にあっては、敦賀市都市公園条例施行規則）による。  

 

   附 則  

この要綱は平成９年７月１５日より施行する。  


